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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
八

号

（
先
議
）
要
旨

）

一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）
六
月
に
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
連
合
環
境
開
発
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ア
ジ
ェ

ン
ダ

は
、
海
洋
汚
染
原
因
物
質
の
一
つ
で
あ
る
「
合
成
有
機
化
合
物
」
の
問
題
に
対
す
る
国
際
的
な
取
組
を
開
始
す
る
た
め

21

の
政
府
間
会
合
の
開
催
を
要
請
し
、
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
十
月
の
政
府
間
会
合
で
は
、
十
二
の
残
留
性
有
機
汚
染
物
質

の
排
出
規
制
の
た
め
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
国
際
的
枠
組
み
を
確
立
す
る
よ
う
行
動
す
べ
き
旨
の
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
）
六
月
か
ら
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
の
規
制
に
関
す
る
政
府
間
交
渉
会
議
が
開

催
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
（
平
成
十
三
年
）
五
月
二
十
二
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
行
わ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
条
約

が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
三
十
箇
条
、
末
文
及
び
六
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
環
境
及
び
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
の
原
則

に
規
定
す
る
予
防
的
な
取
組
方
法
に
留
意
し
て
、
残
留
性

15

有
機
汚
染
物
質
か
ら
人
の
健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二
、
附
属
書
Ａ
に
掲
げ
る
物
質
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
九
物
質
）
の
意
図
的
な
製
造
、
使
用
及
び
輸
出
入
を
禁
止
し
、
又
は
廃
絶
す
る
た

め
に
必
要
な
法
的
措
置
及
び
行
政
措
置
を
と
る
。

三
、
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
る
物
質
（
Ｄ
Ｄ
Ｔ
）
の
意
図
的
な
製
造
、
使
用
及
び
輸
出
入
を
制
限
す
る
。

四
、
附
属
書
Ｄ
の
基
準
（
化
学
物
質
の
附
属
書
へ
の
追
加
を
検
討
す
る
際
の
選
別
の
た
め
の
基
準
）
を
考
慮
し
、
並
び
に
残
留

性
有
機
汚
染
物
質
の
特
性
を
示
す
新
規
の
化
学
物
質
の
製
造
及
び
使
用
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
規
制
の
た
め
の
措

置
を
と
る
。

五

附
属
書
Ａ
又
は
附
属
書
Ｂ
に
掲
げ
る
個
別
の
適
用
除
外
を
有
し
て
い
る
締
約
国
を
特
定
す
る
た
め

登
録
簿
を
作
成
す
る

、

、

。

六
、
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
の
意
図
的
で
な
い
生
成
か
ら
生
ず
る
放
出
を
削
減
し
又
は
廃
絶
す
る
た
め
、
附
属
書
Ｃ
に
掲
げ
る

物
質

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
四
物
質

の
放
出
源
を
特
定
し
及
び
特
徴
付
け
を
し
並
び
に
こ
れ
に
つ
い
て
取
り
組
む
と
と
も
に

（

）

、

こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
後
二
年
以
内
に
行
動
計
画
を
作
成
し
及
び
実
施
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

七
、
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
の
在
庫
及
び
廃
棄
物
か
ら
生
ず
る
放
出
を
削
減
し
又
は
廃
絶
す
る
た
め
、
附
属
書
Ａ
及
び
附
属
書

Ｂ
に
掲
げ
る
物
質
の
在
庫
並
び
に
附
属
書
Ａ
、
附
属
書
Ｂ
及
び
附
属
書
Ｃ
に
掲
げ
る
物
質
の
廃
棄
物
を
特
定
す
る
た
め
の
適

当
な
戦
略
を
作
成
し
、
環
境
上
適
正
な
管
理
を
行
う
よ
う
適
当
な
措
置
を
と
る
。
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八
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
及
び
そ
の
実
施
に
努
め
る
。

九
、
締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
及
び
移
行
経
済
締
約
国
が
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
能
力
を
開
発
し
及
び
強

化
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
た
め
、
適
時
の
か
つ
適
当
な
技
術
援
助
を
提
供
す
る
よ
う
協
力
す
る
。

十
、
先
進
締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
及
び
移
行
経
済
締
約
国
が
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
た
め
の
措
置
の
実

施
に
要
す
る
す
べ
て
の
合
意
さ
れ
た
増
加
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
贈
与
又
は
緩
和
さ
れ
た
条
件
に
よ

り
適
当
か
つ
持
続
可
能
な
資
金
供
与
を
行
う
た
め
の
制
度
を
通
じ
て
、
新
規
の
か
つ
追
加
的
な
資
金
を
供
与
す
る
。

十
一
、
締
約
国
会
議
を
設
置
し
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
絶
え
ず
検
討
し
及
び
評
価
す
る
。

十
二
、
事
務
局
を
設
置
し
、
そ
の
任
務
は
、
原
則
と
し
て
国
際
連
合
環
境
計
画
事
務
局
長
が
遂
行
す
る
。

十
三
、
こ
の
条
約
は
、
五
十
番
目
の
批
准
書
等
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


